
 

特定教育・保育施設の利用定員について 

 

１．概要 

  子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給を受けようとする事業者は、その事業

所の所在する市町村長による当該支給に係る施設としての確認を受ける必要があります。 

  そして、確認には当該施設の利用定員を設定する必要があり、その設定をするときは、子ど

も・子育て会議の意見を聴かなければならないとされていることから、今回その意見を聴取す

るものです。 

  なお、利用定員の増加・減少をしようとするときは、意見の聴取は不要となっています。 

 

２．利用定員を設定する特定教育・保育施設について 

  今回、利用定員を設定する特定教育・保育施設は、幼稚園の 1 件です。当該施設の概要は、

以下のとおりです。 

施 設 名 パドマ幼稚園 

所 在 地 玉川二丁目６番１２号 

区   分 幼稚園 

事業開始日 令和２年４月１日 

認 可 定 員  １４０名 

代 表 者 川崎 泰泉（学校法人紅葉学園 理事長） 

園   長 川崎 泰泉 

開 所 曜 日  月曜日～土曜日 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始・夏休み等 

開 所 時 間  ７時３０分～１８時３０分（平日等） 

施 設 設 備  敷地面積 1,568 ㎡、園舎 1,025 ㎡、園庭 772 ㎡ 

備考 私学助成の幼稚園から施設型給付費の支給を受ける幼稚園に移行 

 

３．利用定員の設定について 

  利用定員は、認可定員に一致させることを基本としつつ、恒常的に利用人員が少ない場合に

は、認可定員を超えない範囲内で利用状況を反映して設定することが必要です。 

 

○利用定員の設定案 
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